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１ 千葉市ＰＦＩ事業等審査委員会 

千葉市は、千葉市南部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業（以下「本事業」という。）を実

施する民間事業者の選定にあたり、専門的意見に基づき公平かつ客観的な審査を実施するため、

千葉市ＰＦＩ事業等審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置した。審査委員会を構成

する委員は、学識経験者等から選出された次の６名である。 

 

表１－１ 審査委員会委員（第４回委員会、第５回委員会） 

所  属 委 員 名 

株式会社日本政策投資銀行 地域調査部 課長 幸村 長 

西村あさひ法律事務所 弁護士 野本 修 

地方共同法人日本下水道事業団技術開発室 主任研究員 村岡 正季 

日本大学生産工学部 教授 森田 弘昭 

青山学院大学大学院 教授 山口 直也 

東京電機大学 教授 山田 あすか 

※５０音順（敬称略） 

委員の変更等について 

 

表１－２ 審査委員会委員（第１回委員会、第２回委員会、第３回委員会） 

所  属 委 員 名 

西村あさひ法律事務所 弁護士 野本 修 

株式会社日本政策投資銀行 地域調査部次長 星 憲太郎 

地方共同法人日本下水道事業団技術開発室 主任研究員 村岡 正季 

日本大学生産工学部 教授 森田 弘昭 

青山学院大学大学院 教授 山口 直也 

東京電機大学 教授 山田 あすか 

※５０音順(敬称略) 
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２ 審査方法 

審査方法の詳細については、落札者決定基準書に示すとおりである。 

本事業では入札参加資格審査を実施した後、基礎審査を実施した。その後、応募者から提出さ

れた事業提案書の内容を評価して得点化する内容評価及び入札価格を得点化する価格評価を実施

し、内容評価点と価格評価点の合計値を総合評価点とし、総合評価点の最も高い最優秀提案を選

定した。このうち内容評価にあたっては、応募者へのヒアリングを実施し、事業提案書の内容に

ついての理解を深めた。 

なお、審査にあたっては、応募者番号のみが記載された審査資料に基づき審査し、応募者の匿

名性を確保した。 

 

図１ 落札者決定の手順  
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３ 審査委員会開催経過 

審査委員会の開催経過等は、表２に示すとおりの日程により実施した。 

表２ 審査委員会の開催経緯等 

日 程 内 容 

令和３年１１月２４日（水） 
第１回 千葉市ＰＦＩ事業等審査委員会 

（事業概要、実施方針（案）、要求水準書（案）等の審議） 

令和３年１２月１５日（水） 実施方針及び要求水準書（案）等の公表 

令和３年１２月１５日（水）～ 

令和４年１月１４日（金） 
第１回現地調査 

令和４年１月１４日（金） 実施方針等に関する質問、意見の受付期限 

令和４年２月４日（金） 実施方針等に関する質問への回答公表 

令和４年２月１４日（月） 
第２回 千葉市ＰＦＩ事業等審査委員会 

（特定事業の選定（案）、落札者決定基準書（案）等の審議） 

令和４年３月１８日（金） 
第３回 千葉市ＰＦＩ事業等審査委員会 

（要求水準書及び落札者決定基準書の修正、入札説明書等の審議） 

令和４年３月２２日（火） 特定事業の選定・公表 

令和４年４月１８日（月） 入札公告及び入札説明書等の公表 

令和４年４月２８日（木） 
第１回入札説明書等に関する質問の受付期限 

（入札参加資格に係る質問） 

令和４年５月１３日（金） 
第１回入札説明書等に係る質問の受付期限 

（入札参加資格以外に係る質問） 

令和４年５月２０日（金） 
第１回入札説明書等に関する質問への回答公表 

（入札参加資格に係る質問） 

令和４年５月３０日（月） 入札参加資格審査書類受付期限 

令和４年６月１０日（金） 
第１回入札説明書等に係る質問への回答公表 

（入札参加資格以外に係る質問） 

令和４年６月１０日（金） 入札参加資格審査結果通知・応募者番号の交付 

令和４年６月１０日（金）～ 

８月３１日(水) 
第２回現地調査 

令和４年６月２９日（水） 対面での対話 

令和４年７月８日（金） 第２回入札説明書等に関する質問の受付期限 

令和４年７月２９日（金） 第２回入札説明書等に関する質問への回答公表 

令和４年８月３１日（水） 入札書・事業提案書の受付期限 

令和４年１０月２８日（金） 
第４回 千葉市ＰＦＩ事業等審査委員会 

（入札参加資格審査結果の報告、基礎審査等の審議） 

令和４年１１月２４日（木） 
第５回 千葉市ＰＦＩ事業等審査委員会 

（応募者ヒアリング、内容評価・価格評価・総合評価等の審議） 
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４ 審査結果の概要 

(1) 応募者 

令和４年４月１８日に入札公告及び入札説明書等を公表した本事業は、１グループの応募者

から入札参加資格審査書類が提出された。 

 

(2) 入札参加資格審査 

応募者から提出された入札参加資格審査書類について、入札説明書のⅣに示した応募者の参

加資格要件を満たしているか確認を行った。確認結果を表３に示す。なお、入札参加資格審査

は千葉市において実施した。 

 

表３ 入札参加資格審査結果 

項 目 
応募者 

１０１グループ 

ア 共通の参加資格要件 合格 

イ 各業務を行う者の要件 合格 

（１）プラントの設計・建設を行う者 合格 

（２）運営事業者から本施設の運営・維持管理業務を受託する者 合格 

（３）燃料化物の有効利用を行う者 合格 

 

(3) 入札参加資格審査結果の通知 

令和４年６月１０日に入札参加資格審査結果を応募者に通知した。 

なお、入札参加資格を確認した応募者に応募者番号（１０１グループ）を設定し、企業名等

を伏せてその後の審査を行った。 

 

(4) 基礎審査 

応募者から提出された入札書及び事業提案書が、落札者決定基準書に示した「基礎審査項

目」の内容を満たしているか確認を行った。確認結果を表４に示す。 

 

表４ 基礎審査結果 

項 目 
応募者 

１０１グループ 

①共通事項 

・必要な書類が揃っていること 

・書類間の整合が図られていること 

合格 

②「要求水準書」記載事項 

・事業提案書の内容が要求水準を満たしていること 
合格 
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(5) 総合審査 

総合審査は、提案内容と価格を総合的に審査する総合評価方式により行った。 

 

１）内容評価点 

ア 評価基準及び評価方法 

審査委員会において、各提案内容を落札者決定基準書に示した評価項目毎に評価し、以下に

示す評価方法によって算出した値を内容評価点として付与した。なお、内容評価点の合計点は

５０点満点とし、小数第三位を四捨五入した値とした。 

 

①定性評価 

定性評価項目については、表５に示す段階評価で内容評価点を付与した。 

表５ 定性評価の評価基準 

評 価 評価内容 採点基準 

Ａ 特に優れている 配点×１．００ 

Ｂ 優れている（ＡとＣの中間程度） 配点×０．７５ 

Ｃ やや優れている 配点×０．５０ 

Ｄ 普通（ＣとＥの中間程度） 配点×０．２５ 

Ｅ 有効提案なし（要求水準規定程度） 配点×０．００ 

 

②定量評価 

定量評価項目については、提案数値をもとに評価基準に示した評価方法によって、内容評

価点を付与した。 

 

イ 審査結果一覧 

内容評価点に係る審査結果を表６に示すとおりである。 
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表６ 内容評価点に係る審査結果 

 

 

  

(1) 事業計画の実現性・安定性に関する事項

(2) 施設の安定性・安全性に関する事項

(3) 環境への配慮に関する事項

① 定量 4 4.00

② 定量 3 3.00

(4) その他

50合計（1～4） 33.75

② 事業情報発信及び見学者対応 定性 2 D 0.50

① 地域貢献 定性 3 D 0.75

燃料化物の製造に関わる温室効果ガス排出量の抑制

燃料化物の使用による温室効果ガス排出量削減効果

③ 臭気対策 定性 3 C 1.50

⑥ 維持管理・修繕計画 定性 4 B 3.00

⑤ 工事計画 定性 3 C 1.50

④ 燃料化物の安全対策 定性 3 B 2.25

③ 安定的な運転（体制面） 定性 4 B 3.00

② 安定的な運転（設備面） 定性 4 B 3.00

① 類似施設の稼働実績 定性 4 B 3.00

④ 燃料化物有効利用先の安定性・信頼性 定性 4 B 3.00

③ モニタリング計画 定性 3 C 1.50

② 資金調達計画及び事業収支計画の安定性・健全性等 定性 3 C 1.50

評価 得点

① ＰＦＩ/ＤＢＯ事業実績及び役割分担 定性 3 B 2.25

項目
評価
区分

配点
101グループ
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ウ 内容評価の講評 

内容評価に係る講評は表７に示すとおりである。 

表７ 内容評価の講評 

項目 講評 

(１) 事業計画の実現性・安定性に関する事項 

  
① 

ＰＦＩ/ＤＢＯ事業実績及び役

割分担 

グループで延べ４０件の実績があり、グループ企業間の役割分担

が明確であることから優れていると評価。   

  

② 
資金調達計画及び事業収

支計画の安定性・健全性等 

出資割合の適切性等に十分留意されていない側面もあるが、安定

性・健全性に資する工夫や実現性を重視した事業収支計画が提案

されていることからやや優れていると評価。   

  
③ モニタリング計画 

複層的なモニタリング体制を構築できていないが、モニタリング

方法が具体的に提案されていることからやや優れていると評価。   

  
④ 

燃料化物有効利用先の安

定性・信頼性 

事業期間に亘る有効利用先を確保し、バックアップ体制も確保し

ていることから優れていると評価。   

(２) 施設の安定性・安全性に関する事項 

  
① 類似施設の稼働実績 

類似施設８件の実績を有し、本事業と同規模以上で、高い年間稼

働率を維持して運転している実績があり、優れていると評価。   

  
② 安定的な運転（設備面） 

汚泥量・性状の変動に対し燃料化物の安定化を図るための対策が

講じられており、安定性が期待できるため優れていると評価。   

  
③ 安定的な運転（体制面） 

複数のＩＣＴツールの導入により、危機管理体制の強化を図り、

バックアップ体制も構築されていることから優れていると評価。   

  
④ 燃料化物の安全対策 

燃料化物の特性を明確にし、その特性に応じた必要な対策が各所

に講じられていることから優れていると評価。   

  
⑤ 工事計画 

安全管理面で提案がなされ、安全対策レベルが一定程度以上確保

されることから、やや優れていると評価。   

  

⑥ 維持管理・修繕計画 

点検データを活用し、そのデータを活用したＰＤＣＡサイクルに

よって維持管理を行うことで、効率的な管理体制が期待できるこ

とから優れていると評価。   

(３) 環境への配慮に関する事項 

  

① 
燃料化物の製造に関わる温

室効果ガス排出量の抑制 
定量評価のため講評なし 

  

② 
燃料化物の使用による温室

効果ガス排出量削減効果 
定量評価のため講評なし 

  
③ 臭気対策 

燃料化施設からの臭気漏洩対策が提案され、臭気対策レベルが一

定程度以上確保されることから、やや優れていると評価。   

(４) その他 

  
① 地域貢献 

市内企業の活用に関する提案がなされたものの、その経済効果に

ついて明確な提示はなく、普通と評価。   

  

② 
事業情報発信及び見学者

対応 

安全性を考慮した見学者対応に関する提案がなされたものの、情

報発信については、積極性が感じられず、また、ＩＴ技術の活用

等の先進的な提案はないため、普通と評価。   
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２）価格評価点 

入札書に記載された入札価格（事業期間中の千葉市の設計・建設費及び運営・維持管理費

から燃料化物売買金額を差し引いた金額をいう。以下同じ。）が、予定価格を超えていない

ことを確認した。 

また、落札者決定基準書に示す下式に基づき、入札価格の評価を行った。なお、価格評価

点は５０点満点とし、小数第三位を四捨五入した値とした。 

 

価格評価点＝価格評価点の配点（５０点）×（最低入札価格／各入札参加者の入札価格） 

 

表８ 価格評価点に係る審査結果 

項 目 
応募者 

１０１グループ 

入札価格 １７，６８０，０００千円 

価格評価点 ５０．００点 

予定価格   ：金１９，４５３，６９８，０００円（消費税及び地方消費税額を含む） 

入札書対照価格：金１７，６８５，１８０，０００円（予定価格から消費税及び地方消費税を除いた価格） 

 

３）総合評価点の算出及び最優秀提案の選定 

落札者決定基準書に示す下式によって総合評価点を求め、総合評価点が最も高い応募者：

１０１グループ（代表企業：月島機械株式会社 水環境事業本部東京支社）の提案を最優秀提

案として選定した。 

 

総合評価点（１００点満点）＝内容評価点（５０点満点）＋価格評価点（５０点満点） 

 

表９ 総合評価点の算出結果 

項 目 
応募者 

１０１グループ 

内容評価点（配点５０点） ３３．７５点 

価格評価点（配点５０点） ５０．００点 

総合評価点（配点１００点） ８３．７５点 
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応募者の構成 

 

応募者番号 １０１グループ 

グループ名 月島機械株式会社グループ 

構成員 

（代表企業） 

月島機械株式会社 水環境事業本部東京支社 

月島テクノメンテサービス株式会社 千葉支店 

協力企業 

東洋建設株式会社 東関東営業所 

株式会社市原組 

株式会社関電工 千葉支店 
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５ 総評 

審査委員会は、千葉市南部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業において、落札者決定基準書に基

づいて厳正かつ公平に審査を行い、月島機械株式会社を代表企業とする月島機械株式会社グループの

提案を最優秀提案として選定した。 

最優秀提案は、千葉市が提示した要求水準を多くの項目で上回る優れた提案内容であった。特に、

ＰＦＩ／ＤＢＯ事業及び類似事業に係る事業実績が豊富な点、事業期間にわたり燃料化物有効利用先

を確保している点、安定運転・安全対策に対して積極的に提案がなされた点を評価した。 

本事業は、千葉市の下水汚泥処理において重要な施設の整備運営事業であり、安定した事業運営に

より市民へ持続可能な下水道サービスの提供が求められている。事業実施にあたっては、常に市の事

業であることを意識し、市内企業の活用や市民雇用、情報発信に積極的に取り組むなど、市民に寄り

添った事業となるよう留意する必要がある。 

今後、月島機械株式会社グループが本事業を実施するに際し、事業提案書での提案内容を確実に実

行するとともに、本事業をより質の高いものとするため、次の点について十分に配慮して進めるよう、

審査委員会として要望する。あわせて、千葉市及び審査委員会の要望事項を尊重し、千葉市と誠実な

協議を重ねることにより、本事業がより良いものとなることを期待する。 

 

（１）本事業の目的である温室効果ガス排出量の削減に寄与すべく、提案内容を確実に実行するとと

もに、より一層の環境負荷低減対策に努めること。 

（２）設計・建設段階及び運営・維持管理段階において、安全第一で事故防止に努め、災害時等の対

策に万全を期すこと。 

（３）本事業で整備する燃料化施設は、他の下水道施設と密接に関連する施設であるため、既存事業

との連携や協力により、一体として市の下水道事業の発展に貢献するよう努めること。 

（４）人口減少等による社会情勢変化への対応や技術進歩等に応じた新技術の採用など、環境変化に

柔軟に対応し、長期にわたる業務の品質確保に努めること。 

（５）本事業は長期にわたる安定運転と燃料化物の有効利用が求められていることを踏まえ、より効

果的なモニタリング体制を構築するなど、モニタリングの質を向上させ、事業の適正かつ確実

な実施を図ること。 

（６）地域経済の活性化により地域に貢献する事業とするため、設計・建設、維持管理・運営のそれ

ぞれの段階において、積極的な市内企業の活用や市民雇用に努めること。 

（７）情報発信及び見学者対応については、事業提案の内容に縛られることなくより一層の工夫を続

け、本事業を通じて下水道事業に対する市民の理解を深めるよう努めること。 

（８）本事業における取組みが千葉市の下水道事業のより良い発展に寄与し、ひいては、他自治体の

模範となる事業となることを期待する。 

 

 

令和４年１２月１６日 

千葉市 PFI 事業等審査委員会 委員長 山口 直也  


